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会  社  標  本  調  査  に つ い て 

１ 沿 革 

会社標本調査は、昭和26年分から始まり、以後毎年実施しており今回が第75回目に当

たる。調査結果は、初回から「国税庁統計年報書」に掲載されてきている。さらに、昭

和38年分の調査からは調査結果に基づき「税務統計から見た法人企業の実態」として、

法人企業の総数、資本金、営業収入金額等について、若干の解説を加えて公表している。 

２ 目 的 

この調査は、我が国の法人企業について、資本金階級別や業種別にその実態を明らか

にし、併せて租税収入の見積り、税制改正及び税務行政の運営等の基礎資料とすること

を目的としている。 

３ 特 色 

この調査の特色は次のとおりである。 

(1) 中小法人についても調査しており、いわゆる法人組織である企業の全体を網羅し

ていること。 

(2) 法人の決算額ではなく、税務署に提出された法人税の確定申告書等の計数に基づ

いていること。 

４ 調 査 の 対 象 

(1) 調査対象法人

内国普通法人（休業、清算中の法人並びに一般社団・財団法人（法人税法第２条

九の二に規定する非営利型法人を除く。）及び特殊な法人を除く。）を調査対象と

している。 

 
内  国 普 通 法  人 

調査対象法人  
活動中の次の法人  

株式会社 
（旧有限会社を含む。） 
合名会社 
合資会社 
合同会社 
協業組合 
特定目的会社 

企 業 組 合 
相 互 会 社 
医 療 法 人 

一般社団・財団法人  
（ 法人税 法第 ２条九 の二
に 規定す る非 営利型 法人
を除く。） 

特殊な法人 

日本銀行 
証券取引所 
商品取引所 

人
格
の
な
い
社
団
等 
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同 
組 
合 
等 

三法 
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掲税 
げ法 
る別 
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公 
益 
法 
人 
等 

二法 
に人 
掲税 
げ法 
る別 
法表 
人第 

公 
共 
法 
人 

一法 
に人 
掲税 
げ法 
る別 
法表 
人第 

外
国
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人 
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(2) 調査対象事業年度

令和６年４月１日から令和７年３月31日までの間に終了した調査対象法人の各事

業年度（この間に事業年度が２回以上終了した法人にあってはその全事業年度）に

ついて、令和７年７月31日までに申告のあった事績を対象として、令和７年８月末

現在で取りまとめている。 

５ 調 査 の 方 法 

この調査は、標本調査であり、調査対象法人（母集団）から資本金階級別・業種別等

に一定の方法で標本法人を抽出し、その標本法人の基礎データを基に、母集団全体の計

数を推計したものである。 

標本法人の基礎データは、税務署に提出された対象事業年度分の法人税の確定申告書

等に基づき、税務署及び国税局において作成している。 

なお、平成21年度分の調査より、国税電子申告・納税システム（e-Tax）により提出

された確定申告書等の電子データを活用し、標本法人数を増やしている。 

また、平成29年度分の調査より「所得税額控除」の計数の精度向上のため、書面によ

り提出された確定申告書等から得られた基礎データを基に、標本法人数を増やしている。 

（参考）資本金階級別等の標本法人割合は、次のとおりである。 

区 分 標本法人割合 

       

通算法人 

資本金  500万円以下 

〃 500万円超  1,000万円以下 

〃  1,000万円超 5,000万円以下 

〃  5,000万円超   1億円以下 

〃 1億円超  10億円以下 

〃 10億円超 

77.7 ％ 

84.1 ％ 

88.1 ％ 

86.9 ％ 

 97.7 ％ 

100.0 ％ 

100.0 ％ 

全 法 人 80.6 ％ 

（注）１ 全体の標本法人数は、241万7,580社である。 

２ 標本法人割合は、標本法人数を調査対象法人（母集団）数で除したもの  

である。 

会 社 等 
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６ 用語の説明 

(1) 年（度）分 調査対象期間をいう。 

(2) 事 業 年 度 法人の決算期間をいう。 

(3) 資 本 金 事業年度末（調査対象期間中に２回以上事業年度末が到来した
法人については、最終事業年度末）現在の払込済資本金額（資本
積立金額は含まない。）又は出資金額をいう。 
なお、相互会社については実態に即して、便宜的に資本金 100億

円超の階級として集計している。 

(4) 特定同族会社  発行済株式総数の50％超を１株主グループにより支配されてい
る会社（以下「被支配会社」という。）で、被支配会社であるこ
とについての判定の基礎となった株主等のうちに被支配会社でな
い法人がある場合には、その法人をその判定の基礎となる株主等
から除外して判定するとした場合においても被支配会社となるも
の（資本金の額又は出資金の額が１億円以下である被支配会社を
除く。）をいう。 
（注）税制改正に伴い、平成22年４月１日以後に開始する事業年

度分については、資本金の額又は出資金の額が１億円以下で
ある被支配会社であっても、次に掲げる法人との間に当該法
人による完全支配関係がある普通法人については、特定同族
会社に含む。 

(ｲ) 資本金の額又は出資金の額が５億円以上である法人
(ﾛ) 保険業法に規定する相互会社（外国相互会社を含む。）
(ﾊ) 法人税法第４条の３に規定する受託法人

(5) 同 族 会 社  会社の株主等の上位３株主グループが有する株式数又は出資の
金額等の合計が、その法人の発行済株式の総数又は出資の総額等
の50％超に相当する法人をいう。 

(6) 非同族会社 特定同族会社及び同族会社以外の法人をいう。 

(7) 営業収入金額 営業及びこれに付随するものから生じた売上げ又は収入金額
をいい、営業に直接関係のないもの（例えば、受取利息や資産の
売却益、雑収入等）は含まない。 

(8) 申告所得金額 法人が税務署に提出した法人税の確定申告書、連結確定申告書
又は修正申告書に記載された所得（欠損）金額又は連結所得（欠
損）金額をいう。 
なお、単に「所得」又は「所得金額」という場合、この「申告

所得金額」のことをいう。 
（注）所得金額は、法人税法等に基づくものであり、法人の公表

決算書等に記載された当期損益額に、例えば、次のようなも
のを加減算したものをいう。 

○加算 ・減価償却の償却限度超過額
・各種引当金の繰入限度超過額
・損金に算入した法人税額、道府県民税額、市町村民

税額等（加算税、加算金、延滞税を含む。）
・交際費等、寄附金のうち損金不算入額

○減算 ・減価償却の当期認容額
・納税充当金から支出した事業税等の金額
・受取配当等の益金不算入額
・繰越欠損金の当期控除額

(9) 算 出 税 額 所得金額に所定の税率を乗じて算出した税額をいう。 

(10) 法 人 税 額 算出税額に課税留保金額に対する税額などを加算し、所得税
額、外国税額などを控除した後のいわゆる納付すべき法人税額を
いう。 
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(11) そ の 他 の
社 外 流 出

益金処分の対象となる金額のうち、社内留保、支払配当及び法
人税額等を除いたもので、当期分の道府県民税額、市町村民税額
等をいう。 

(12) 社 内 留 保 当期末の利益積立金額から期首の利益積立金額を控除した金
額をいう。 

(13) 益金処分に充
てられた総額

社内留保に社外流出を加えたものをいう。 

（参考） 

所 得 金 額 

益

金

処

分

に

充

て

ら

れ

た

総

額

社

外

流

出

支 払 配 当 

法

人

税

法 人 税 額 

地 方 法 人 税 額 

所 得 税 額 

外 国 税 額 

交際費等の損金不算入額 

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額 

地 方 税 額 

そ の 他 

過大役員報酬 

(役員給与の損金不算入額) 

使途不明金 

加算税 等 

・受取配当等の益金不算入額

・繰越欠損金の当期控除額

等 

社 内 留 保 

(14) 指定寄附金等 国又は地方公共団体に対する寄附金及び財務大臣が指定して告
示した寄附金をいう。 

(15) 特定公益増進
法人等に対す
る 寄 附 金

 特定公益増進法人（例：独立行政法人、日本赤十字社等）若し
くは認定非営利活動法人等に対する寄附金又は認定特定公益信託
に対する支出金をいう。 

(16) 利益計上法人 所得金額が正（利益）である法人（年２回以上事業年度を持つ
法人については、いずれかの事業年度の所得金額が正である法人）
をいう。 

(17) 欠 損 法 人 所得金額が負（損失）又は０（繰越欠損金を控除した結果、所
得金額が０となった場合を含む。）である法人（年２回以上事業
年度を持つ法人については、全ての事業年度が欠損となった法人）
をいう。 

(18) 連結親法人 令和２年旧法人税法第４条の２（連結納税義務者）の承認を受
けた同条に規定する内国法人をいう。 

(19) 連結子法人 連結親法人による完全支配関係（発行済株式又は出資の全部を
直接又は間接に保有される関係）がある内国法人をいう。 

(20) 連 結 法 人 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係があ
る連結子法人をいう。 

(21) 通算親法人 法人税法第64条の９第１項（通算承認）に規定する親法人であ
って同項の規定による承認を受けた内国法人をいう。 

(22) 通算子法人 通算親法人による完全支配関係（発行済株式又は出資の全部を
直接又は間接に保有される関係）がある内国法人をいう。 

そ
の
他

の
社
外
流
出
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(23) 大通算法人 通算法人である普通法人又は当該普通法人との間に通算完全支
配関係がある他の通算法人のうち、いずれかの法人の資本金の額
又は出資金の額が１億円を超える場合における当該普通法人をい
う。 

(24) 中小通算法人 大通算法人以外の普通法人である通算法人をいう。 

(25) 通 算 法 人 通算親法人又は通算子法人をいう。または、大通算法人又は中
小通算法人をいう。 
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７ 業種等の分類 

会社等の業種は「日本標準産業分類」を基に17分類し、企業組合及び医療法人を内訳

として、公表している。 

業 種 名 産 業 分 類 

農 林 水 産 業 農業、林業、漁業、水産養殖業 

鉱 業 鉱業、採石業、砂利採取業 

建 設 業 総合工事業、職別工事業、設備工事業 

製 造 業 

繊 維 工 業 繊維工業 

化 学 工 業 パルプ･紙･紙加工品製造業、化学工業、製薬業、石油製

品･石炭製品製造業、ゴム製品製造業、窯業･土石製品製

造業 

鉄 鋼 金 属 工 業 鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業 

機 械 工 業 はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用

機械器具製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器

具製造業、電子部品･デバイス･電子回路製造業、輸送用

機械器具製造業 

食 料 品 製 造 業 食料品製造業、飲料･たばこ･飼料製造業 

出 版 印 刷 業 新聞業、出版業、印刷･同関連業 

そ の 他 の 製 造 業 上記以外の製造業 

卸 売 業 各種商品卸売業、繊維･衣服等卸売業、飲食料品卸売業、

建築材料、鉱物･金属材料等卸売業、機械器具卸売業、

その他の卸売業 

小 売 業 各種商品小売業、織物･衣服･身の回り品小売業、飲食料

品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、無店舗小

売業 

料 理 飲 食 旅 館 業 宿泊業、飲食店、持ち帰り･配達飲食サービス業 

金 融 保 険 業 銀行業、協同組織金融業、貸金業、クレジットカード業

等非預金信用機関、金融商品取引業、商品先物取引業、

補助的金融業等、保険業、相互会社 

不 動 産 業 不動産取引業、不動産賃貸業･管理業 

運 輸 通 信 公 益 事 業 鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、航

空運輸業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業、郵便業、

通信業、放送業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業 

サ ー ビ ス 業 情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像･

音声･文字情報制作業（新聞業、出版業を除く）、医療

業、保健衛生、社会保険･社会福祉･介護事業、学校教育、

その他の教育、学習支援業、専門サービス業、学術･開

発研究機関、洗濯･理容･美容･浴場業、その他の生活関

連サービス業、娯楽業、廃棄物処理業、自動車整備業、

機械等修理業、物品賃貸業、広告業、技術サービス業、

職業紹介･労働者派遣業、その他の事業サービス業、そ

の他のサービス業、分類不能の産業 
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８ 主な変更点 

(1) 調査対象事業年度の変更

平成18年度分の調査から、調査対象事業年度を４～３月決算ベースに変更してい

る。 

なお、平成18年分については、２～１月決算ベースでの調査結果も公表している。 

・平成18年分以前 ：「２～１月決算ベース」

 （その年の２月１日から翌年１月31日までに終了した調査対象法人の各事業年度） 

・平成18年度分以降：「４～３月決算ベース」

（その年の４月１日から翌年３月31日までに終了した調査対象法人の各事業年度）

(2) 資本金階級区分の変更

平成23年度分の調査から、各資本金階級を「以上、未満」から「超、以下」に変更

している。 

(3) 業種等の分類の変更

平成23年度分の調査から、「相互会社」を「その他の法人」から「金融保険業」に

変更している。 

平成24年度分の調査から、「企業組合」及び「医療法人」を「その他の法人」から

法人ごとの業種に分類するよう変更している。 

なお、全体の内訳として、「企業組合」及び「医療法人」を公表するよう変更して

いる。平成28年度分の調査から、「企業組合」及び「医療法人」をそれぞれの区分に

分類・推計した上で法人ごとの業種に分類するよう変更している。 

(4) 租税特別措置法関連項目の削除

租税特別措置法の適用額等の実態については、平成 23年度分より、「租税特別措置

の適用状況の透明化等に関する法律」に基づく調査により別途公表されることとな

ったため、該当項目を削除した。 

(5) 連結法人の資本金階級区分による内訳の追加

平成26年度分の調査から、連結法人の資本金階級区分による内訳を追加した。

(6) 通算法人の項目追加

令和２年３月に公布された所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８

号）において、連結納税制度を見直し、グループ通算制度へ移行することになった

ため、令和４年度分の調査から追加した。 
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会社標本調査の精度計算について 

（１）標本設計 

17 の業種区分と 12 の資本金階級区分での層化抽出を行っている。標本法人割合は

80.6％であり、資本金階級区分の「10億円超」については全数抽出としている。 

なお、通算法人については全数抽出としているが、精度計算には含めていない。 

（２）精度計算式 

総和に対する標準誤差の計算は（＊）式による。 
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（３）精度計算結果 

推定営業収入の総和に対する標準誤差率  

資本金階級 誤差率 業　種 誤差率 業　種 誤差率

100 万 円 以 下 1.21 農 林 水 産 業 3.28 料 理 飲 食 旅 館 業 0.71 

100 万 円 超 0.71 鉱 業 1.39 金 融 保 険 業 0.27 

200 万 円 超 0.22 建 設 業 0.12 不 動 産 業 0.42 

500 万 円 超 0.24 繊 維 工 業 0.29 運 輸 通 信 公 益 事 業 0.17 

1,000 万 円 超 0.13 化 学 工 業 0.14 サ ー ビ ス 業 0.33 

2,000 万 円 超 0.19 鉄 鋼 金 属 工 業 0.11 

5,000 万 円 超 0.22 機 械 工 業 0.97 

１ 億 円 超 0.11 食 品 製 造 業 0.19 

５ 億 円 超 0.23 出 版 印 刷 業 0.98 

10 億 円 超 0.00 そ の 他 の 製 造 業 0.40 

50 億 円 超 0.00 卸 売 業 0.23 

100 億 円 超 0.00 小 売 業 0.18 

全 数 0.03 

資本金階級別 業種別

（%） 

- 8 -




